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第５章 計画の推進体制 

１ 関係主体に期待される役割 

本計画を推進するためには、身近な支援者、民間支援団体等、医療機関、行政などの多

くの関係主体がそれぞれの役割を果たしながら、連携し、一体となって取り組むことが必

要です。 

また、個々の団体・機関等ごとに一次支援・二次支援・三次支援の各フェーズにおいて

取り組めることがあり、それぞれの専門性を発揮して支援を行うとともに、自団体・機関

が専門とする支援領域以外でも可能な支援・活動のあり方を模索していくことが重要に

なります。 

 

（１） 行政（依存症関連施策の実施者として） 

ア こころの健康相談センター（依存症相談拠点）・健康福祉局精神保健福祉

課 

こころの健康相談センター（依存症相談拠点）や健康福祉局精神保健福祉課にお

いては、専門的な医療機関や民間支援団体等と緊密な連携を図りながら、依存症に

関する普及啓発、依存症の本人や家族等を対象とする相談対応や回復支援、民間

支援団体等の職員や身近な支援者を対象とする人材育成、関係機関同士の連携促

進、民間支援団体等の運営支援、事業者に対する協力の要請など、依存症の問題解

決に向けた幅広い施策を立案し、実行する役割を担います。 

 

イ 区役所 精神保健福祉相談 

区役所の精神保健福祉相談において、依存症の本人やその家族等からの相談に

対して、区役所の関係各課（高齢・障害支援課、生活支援課、こども家庭支援課、福

祉保健課等）や身近な支援者と連携して、回復に向けた支援、適切に専門的な医療

機関や民間支援団体等へのつなぎを行うことが求められます。 

また、区内における依存症に関する普及啓発を実施するとともに、民間支援団体

等と連携して施策を実施する役割を担います。 

 

ウ 依存症に関連した施策を実施する部署 

本市の依存症に関連した施策を実施する各部署においては、担当する領域にお

いて依存症の予防等に向けた関連施策を展開することが求められます。 

また、依存症への対応は、福祉・保健・医療・法律・教育などの幅広い領域におけ

る連携が重要であることから、庁内外の関係機関・団体と連携を図り、施策を展開

していく役割を担います。 
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（２） 身近な支援者 

ア 身近な支援者としての行政 

身近な支援者としての行政については、依存症に関する情報収集・理解促進によ

って啓発の担い手になるとともに、所管する業務に関連して依存症の本人等が相

談に訪れた際には、依存症の問題に対して気付き、適切に専門的な支援者へのつな

ぎを行うことが期待されます。このため、依存症への理解を深め、対応することが

求められます。 

また、本市連携会議等により依存症の回復支援を行う専門的な支援者と連携を

図りながら、各種福祉サービスの利用に向けた調整、生活困窮や DV からの保護な

ど、本人が社会生活を送る上で必要な支援を提供する役割を担います。 

 

イ 福祉 

福祉団体・機関、福祉事業所などについては、依存症に関する情報収集・理解促

進により、啓発の担い手となるとともに、実施する福祉サービスに関連して対象者

の依存症の問題に対して気付き、適切に専門的な支援者へのつなぎを行うことが

求められます。 

また、本市連携会議等により依存症の回復支援を行う専門的な支援者と連携し

ながら、相談支援や福祉サービスの提供などを通じ、依存症の本人が社会生活を送

る上で必要な支援を提供する役割を担うことが期待されます。 

 

ウ 医療（一般医療機関） 

一般医療機関については、依存症に関する情報収集・理解促進により、依存症の

本人等が診療・相談に訪れた際には、依存症の問題に対して気付き、適切に専門的

な支援者へのつなぎを行うことが求められます。 

また、依存症の回復支援を行う専門的な支援者と連携しながら、本人が抱えてい

る障害や疾患などの治療を行う役割を担うことが期待されます。 

 

エ 法律 

法律関係の団体・機関については、依存症に関する情報収集・理解促進により、

啓発の担い手となるとともに、依存症の本人等が相談に訪れた際には、依存症の問

題に対して気付き、適切に専門的な支援者へのつなぎを行うことが求められます。 

また、依存症の回復支援を行う専門的な支援者と連携しながら、法律相談や多重

債務問題への対応、再犯防止支援など、法律の観点から本人が社会生活を送る上

で必要な支援を提供する役割を担うことが期待されます。 
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オ 教育 

教育機関においては、教職員等が依存症について学ぶとともに、学びを踏まえて

児童・生徒・学生に対して依存症の予防教育を実施することが求められます。 

また、児童・生徒・学生やその保護者等に依存症の問題が見られた場合には、教

員が異変に気付き、適切な相談支援機関へ情報共有などを行う役割が期待されま

す。 

 

（３） 専門的な医療機関 

専門的な医療機関においては、身近な支援者や民間支援団体等と連携しながら、依存

症の本人に対する治療に取り組むほか、民間支援団体等や身近な支援者、一般医療機関、

市民などを対象とした、依存症の問題に関する普及啓発や支援者のスキル向上などにも

積極的に関与していく役割が期待されます。 

 

（４） 民間支援団体等（回復支援施設、自助グループ・家族会） 

ア 回復支援施設 

回復支援施設においては、依存症の本人や家族等に対し、専門性と各団体の特

性を生かしながら、「その人に合った回復支援」を提供していくことが求められます。 

また、市民や身近な支援者、一般医療機関等を対象として依存症に関する理解促

進に向けた啓発活動を行うことや、本市連携会議等を通じて、他の民間支援団体等

及び行政や身近な支援者との連携を通じた情報共有を行うことも重要な役割にな

ります。 

 

イ 自助グループ・家族会 

自助グループ・家族会においては、同じ問題や悩みなどを抱えた人たち同士が出

会い、相互に援助し、分かち合うことで、それらの問題からの回復を目指します。 

また、市民等に向けた啓発活動を行うことや、本市連携会議等により他の民間支

援団体等及び行政や身近な支援者との連携を通じた情報共有を行う役割も期待さ

れます。 
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図表 5-1：依存症の本人等の支援者と期待される役割 

主体 

支援者として期待される役割 

一次支援   

二次支援   

三次支援    

役割 
依存症の 

情報収集 

支援施策の 

企画・立案 

依存症啓発の 

担い手 

依存症の問題

への気付き・ 

治療・回復支

援等の専門的

な支援への 

つなぎ 

依存症 

周辺問題への

支援 

治療・回復 

支援 

行政 

（ 依 存 症 関

連施策の実

施者として） 

こころの健康相

談センター（依存

症相談拠点）、 

精神保健福祉課 

◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 

区役所 精神保健

福祉相談 
◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

依存症に関連し

た施策を実施す

る部署 

◎ ○ ○  ○  

身近な 

支援者 

身近な支援者と

しての行政 

（高齢・障害支援

課、生活支援課、

こども家庭支援

課、 福祉 保 健課

など） 

◎  ○ ◎ ◎ ○ 

福祉 ◎  ○ ◎ ◎ ○ 

医療 

（一般医療機関） 
◎   ◎ ◎ ○ 

法律 ◎  ○ ◎ ◎ ○ 

教育 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ 

専門的な医療機関 ○  ◎ ○ ○ ◎ 

民間支援

団体等 

回復支援施設 ○  ◎ ○ ○ ◎ 

自助グループ・ 

家族会 
○ 

 
◎  ○ ◎ 

※期待される役割のうち主要なものに◎、それ以外に一定の役割を担うことが期

待されるものに○を記載 
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２ 計画の進行管理 

（１） PDCAサイクルの考え方に基づく進行管理 

本計画では、計画に位置付けられている各施策の効果を検証し、定期的な見直しにつ

なげていくため、PDCA サイクルの手法を活用し、計画全体の進行管理を行います。 

計画期間中の年度ごとに、重点施策に位置付けられている個々の施策の進捗状況を

把握・確認するとともに、検討部会に報告し、そこでの議論を通じて事業の達成状況や計

画の進捗状況などの点検や評価を行います。 

また、点検や評価の結果を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じて事業の見直し

や改善、新規事業の追加などを実施していきます。 

 

図表 5-2：ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

 

 

（２） 施策の効果の点検・評価 

施策の効果の点検・評価に当たっては、各取組の方向性ごとに実績等の振り返りを定

期的に行います。 

 

（３） 継続的な現状把握 

依存症の本人を取り巻く環境や本人が置かれた状況は、目まぐるしく変化することが

予想されます。また、それに伴い、国や県における政策なども見直しが行われるものと考

えられます。 

本市においては、国や県における最新の政策動向や研究動向を常に把握するとともに、

依存症の問題に関する調査研究を継続的に行い、必要に応じて計画内容の見直し等に

活用していきます。 
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